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【開催日】 令和元年６月１４日 

【開催場所】 第１委員会室 

【開会・散会時間】 午前１０時１６分～午後０時８分 

【出席委員】 

分 科 会 長 河 野 朋 子 副 分 科 会 長 伊 場   勇 

委 員 奥   良 秀 委 員 笹 木 慶 之 

委 員 髙 松 秀 樹 委 員 長谷川 知 司 

委 員 宮 本 政 志   
 

【欠席委員】 

なし 

【委員外出席議員等】 

議 長 小 野   泰 副 議 長 矢 田 松 夫 
 

【執行部出席者】 

副市長 古 川 博 三 企画部長 清 水   保 

企画部次長兼財政課長 篠 原 正 裕 企画政策課長 和 西 禎 行 

企画政策課主幹 杉 山 洋 子 企画政策課政策調整係長 佐 貫 政 彰 

企画政策課政策調整係主任主事 藤 井 貴 大 企画政策課行政経営係長 福 田 淑 子 

財政課課長補佐 村 長 康 宣 財政課財政係長 野 原 崇 史 

財政課調整係長 鈴 木 一 史 情報管理課長 山 根 正 幸 

情報管理課課長補佐 村 上 信 一 教育長 長谷川   裕 

教育部長 尾 山 邦 彦 教育次長兼教育総務課長 吉 岡 忠 司 

教育総務課課長補佐兼総務係長 矢 野 亜希子 教育総務課主査兼学校施設係長 岩 壁 裕 樹 

学校教育課長 下 瀬 昌 巳 下水道課主査兼工務係長 小 路 弘 史 

選挙管理委員会事務局長 白 石 俊 之   
 

【事務局出席者】 

事務局次長 石 田   隆 議事係長 中 村 潤之介 
 

【付議事項】 

１ 議案第５２号 令和元年度山陽小野田市一般会計補正予算（第２回）につ
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いて                    （総務文教分科会所管分） 

 

午前１０時１６分 開会 

 

河野朋子分科会長 ただいまから、一般会計予算決算常任委員会総務文教分科

会を開会します。審査内容、議案第５２号令和元年山陽小野田市一般会

計補正予算（第２回）について審査を行いますので、よろしくお願いし

ます。まず、審査番号に沿って、１番の歳入に係る説明について、よろ

しくお願いします。 

 

篠原企画部次長兼財政課長 それでは、議案第５２号令和元年度山陽小野田市

一般会計補正予算（第２回）におけます、歳入の一般財源について説明

します。補正予算書の８ページ、９ページの下段になりますが、１９款

１項１目１節の財政調整基金繰入金については、このたびの補正の財源

調整として、３，７０８万９，０００円を増額しております。この補正

によりまして、財政調整基金の予算上の残高は、３５億１，９４５万円

となります。次に、１０ページ、１１ページ、２１款４項２目３節民生

費雑入において、病児保育施設整備補助金返還金２２６万円を計上して

おります。このうち、７５万３，０００円については、市に対する返還

分であり、過年度分に係る歳入となりますので、予算処理上、一般財源

の扱いとしております。このため、本分科会において説明したいと思い

ます。この「病児保育施設整備補助金」ですが、これは、平成２８年度

において、病児保育施設を整備した事業者に対して交付したものです。

国・県・市がそれぞれ３分の１ずつ負担し、補助金として３，０５１万

円を交付したところです。補助金の返還に至った理由については、補助

を受けた事業者が、消費税及び地方消費税の確定申告において、補助金

を受けて実施した補助事業を「課税取引に要する経費」として計上した

こと、また、補助対象事業となった施設整備に伴い支払った消費税につ

いて、その全額を「仕入税額控除」としたことにより、国の交付要綱等

に基づき、交付した補助金のうち消費税及び地方消費税相当分の２２６
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万円の返還が生じたものです。事業者から返還される２２６万円につい

ては、歳入において、その全額を計上しております。このうち、３分の

２の１５０万７，０００円を国・県への償還金としての特定財源とし、

残りの３分の１の７５万３，０００円については、市に対する返還金で、

過年度分の収入となりますので、一般財源としての整理をしているもの

です。なお、国・県に対する返還については、補正予算書の１６、１７

ページの中段、３款２項２目２３節の償還金において、歳入額２２６万

円のうち１５０万７，０００円を償還金として計上しております。以上、

このたびの、令和元年度一般会計補正予算（第２回）の歳入のうち、一

般財源について説明しました。御審査のほど、よろしくお願いします。 

 

河野朋子分科会長 それでは歳入に係る一般財源についての説明が終わりまし

たので、ここの部分について質疑を受けます。質疑はよろしいですか。

では、歳入について質疑がないということなので、歳出についての説明

をよろしくお願いします。 

 

山根情報管理課長 予算書の１２ページ、２款１項４目情報管理費２３９万

１，０００円の補正について、補正前の１億８，６０３万３，０００円

に対して、補正後は１億８，８４２万４，０００円となります。予算書

１３ページ、１９節負担金、補助及び交付金の２３９万１，０００円は、

社会保障・税番号制度、いわゆる「マイナンバー制度」において、行政

機関間での情報連携の基盤である「自治体中間サーバ・プラットフォー

ム」の機器更新に係る負担金の確定に伴い増額するものです。マイナン

バー制度で規定された特定個人情報を格納した自治体ごとの中間サーバ

は、地方公共団体情報システム機構（略称：ＪＬＩＳ）が一括で集約整

備しております。そして、専用ネットワークを介して情報連携されてお

ります。現行の自治体中間サーバは、平成２６年度から構築に着手し、

平成２９年度に運用を開始され、令和３年７月をもって保守停止の予定

です。当該負担金に係る次期自治体中間サーバは、本年度から令和３年

までの構築期間を経て、保守停止となる令和３年７月稼働開始を目指し
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ています。次に、この事業の特定財源ですが、全額を国庫補助として交

付されます。以上、よろしくお願いします。 

 

河野朋子分科会長 続きまして、企画政策課ですかね。 

 

和西企画政策課長 このたびの補正予算は、官民連携事業を活用した山陽小野

田市商工センター再整備事業に関する調査業務を実施するため、１，３８０

万円を増額するものです。予算書１２ページ、１３ページの９目企画費

についてになります。山陽小野田市商工センターは、１９７９年に竣工

し、築４０年となる建物です。一昨年、外壁が崩落するなど、老朽化が

著しい建物であることは皆様も御存じのとおりです。このたび、官民連

携－ＰＰＰ（パブリックプライベートパートナーシップ）－の手法

を用いて再整備を行っていく方針を市として決定し、そのための準備調

査に今年度取り掛かることとしました。調査経費には、国土交通省の補

助金、１００％充当の補助金を充てることとし、４月に申請を行ったと

ころ、５月末に採択されましたので、その経費について本議会に補正予

算として計上したところです。予算費目について御説明する前に、本調

査業務の概要等についてお手元にお配りした資料を基に御説明させてい

ただきます。まず、１ページです。先ほどお話ししたとおり、商工セン

ターの在り方については、同じように老朽化が進む公共施設が多々ある

中、市単独での建て替えはできないという現状もあり、なかなか方針を

固めることができませんでした。そういった状況下において、同様に老

朽化で小野田支店の建て替えの検討を行っていた山口銀行、現商工セン

ター内に事務所がある小野田商工会議所の２者をパートナーに、官民連

携による再整備を行ってみたらどうかという提案が、山口銀行フィナン

シャルグループの企業であるＹＭＦＧゾーンプラニング（通称：ＹＭ－

ＺＯＰ）からありました。ＹＭ－ＺＯＰは、地方創生に関する自治体支

援を行っている会社で、本市も昨年５月に包括連携協定を結んでいると

ころですが、そのＹＭ－ＺＯＰから国土交通省の官民連携調査事業の補

助メニューを活用して取り組んでみたらどうかという提案があり、４月
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に申請したところ、５月末に採択されたという次第です。２ページを御

覧ください。補助事業の名称は、「先導的官民連携支援事業」です。先

導的な官民連携事業を実施しようとする自治体に対し、調査委託費を国

土交通省が２，０００万円を上限に全額補助する事業です。今回、概算

事業費１，８００万円で申請したところ、１，３５０万円の採択を頂い

たところです。３ページです。先導的官民連携支援事業の概要です。「１ 

事業の方向性」としては、市、小野田商工会議所、山口銀行が官民連携

のパートナーとなり、３者が中心になって、まちづくりの視点に立った

ＰＰＰによる施設の再整備、土地利活用等を検討するものです。跡地利

用事業への参画は、山口銀行小野田支店の跡地の検討も視野に入れてい

るということで書き加えています。４ページです。「２ 対象地の有効

な利活用方法」についてです。施設再整備だけでなく、エリアの視点に

立って、地域課題の解決に役立ち、かつ実現可能な事業の検討を行うと

ともに、本事業の意義を理解し、事業に関心を示す他のパートナーを増

やしていくことを想定しています。「３ ＰＰＰ（官民連携）の手法の

検討」についてですが、民間の事業領域が大きくなる官民連携事業で行

うことを前提に、今回の商工センターの案件を先進例―リーディング

プロジェクト―とし、中長期的に他の市有地や民間遊休地等へ連鎖的

に事業を生み出すことを想定する、という観点に立ち、ＰＰＰの中でも

ＬＡＢＶという手法を用いて調査業務の中で優先的に検討することとし

ました。５ページです。それでは、そのＬＡＢＶという手法について御

説明します。ＬＡＶＢとは「ローカルアセットバックトビークル」（官

民協働開発事業体）と言われるもので、ＰＰＰ―官民連携―の一つ

の手法です。ＰＰＰの先進国であるイギリスで実際に行われているもの

ですが、自治体が公有地を現物出資、民間事業者が資金を出資して作っ

た事業体が、公共施設と民間収益施設を複合的に整備するものです。Ｐ

ＦＩは特定の公共施設を対象とするのに対して、ＬＡＢＶは複数の公有

地に商業施設やオフィスビル等の民間収益施設も組み合わせた開発やマ

ネジメントを行うものであります。６ページです。ＬＡＢＶを図式化し

ています。黄色の部分がＬＡＢＶ－共同事業体－です。形態が合同
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会社、株式会社になるかはこれからの検討になるわけですが、その事業

体に対し、左側の自治体は公有地の現物出資、右側の民間事業者、金融

機関は資金、あるいは融資を行うことで、ＬＡＢＶがプロジェクト①、

プロジェクト②といったいろいろな事業展開をしていくことになります。

ＬＡＢＶの特徴としては、「① 公共の余剰資産に民間資金を活用」し

て事業化することと、「② ファイナンスを通じた事業性の評価」。金

融機関が融資に足る事業、つまり事業性を評価して融資を行うことで、

採算性、安定性のある事業が構築されることが挙げられます。７ページ

です。６ページの図はあくまでも一般的なＬＡＢＶであり、様々な形態

が考えられますが、今回の商工センターの案件について、想定している

図です。市からは商工センターの土地、底地部分の現物出資、小野田商

工会議所、山口銀行、加えて本事業に賛同する他の民間プレーヤーの出

資からなる「まちづくり共同事業体」を設立し、山口銀行からの融資を

得るという形態が想定されるところです。そして、その事業体が実施す

る事業としては、まず拠点施設の整備―公共施設と民間施設の整備に

なるわけですが、―それにプラスして、まちづくりプラットフォーム

を形成し、地域商品開発、観光、創業支援などといった事業展開をして

いくことを想定しています。ただし、この７ページにある、ＬＡＢＶの

形態や実施事業については今回の調査の中で詳細を検討していくことに

なります。８ページです。今回の取り組もうとしているＬＡＢＶ―官

民連携―も基本的には第３セクターの範ちゅうに入るものです。従来

の第３セクターはそこに書いてありますような問題点が言われていまし

た。①官と民の責任分担が曖昧。②無理な目標設定と過大投資。これは

主に官（公）のほうの問題ではありますが、基本計画、基本構想等に縛

られ、「この施設はこうあるべきだ」という理念を尊重するあまり、事

業採算性という観点からの経営がおざなりになってしまうということが

当たります。③議会説明、議会報告、市民への情報開示が行われなかっ

た。というようなことが言われています。今回は、それらの課題を解決

すべく、調査業務に取り掛かるに当たっての前提条件として、「① 官

と民の経営責任及び財政負担の範囲を明確化」。自治体の財政力に頼る
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ことなく持続可能な事業を構築し、市は共同事業体の経営には関与せず、

事業が立ち行かなくなったときも、運営補助、損失補償は一切行わず、

共同事業体が責任を持つ。「② 政策目標と事業採算性の両立ができる

事業スキームを構築」。そして、「③ 積極的な情報公開、発信による

チェック機能の強化」。これは、議会への説明を含むものですが、しっ

かりと行っていきたいと考えています。９ページは今年度実施しようと

している調査業務の流れです。特に③ですが、今回の調査業務を通じて、

ＰＰＰの人材育成を図ってまいりたいと考えています。市役所、市民、

事業所等に今回の調査業務を通じて、官民連携―ＰＰＰ―の考えを

深めるきっかけにしたいと考え、セミナーやワークショップの開催を計

画しています。議員の皆様にも、是非、御参加していただければと思い

ます。１０ページです。事業化に向けてのスケジュールとしては、本議

会において議決を頂いた後、業務をスタートさせ、来年２月には調査報

告書の完成を予定しています。そして、それを受けて、来年度には活用

構想、計画の策定、事業主体の組成等の検討を進め、令和３年度、４年

度に実際の再整備の事業を行う予定です。とはいえ、これは、調査内容

次第で早くなるかもしれませんし、遅くなるかもしれません。今年度、

しっかりと調査をし、市、商工会議所、山口銀行の合意の下、来年度、

実施に向けて取り組んでいきたいと考えています。それでは、歳出予算

について御説明します。補正予算書の１２ページ、１３ページの歳出に

ついてから御説明します。２款総務費、１項総務管理費において、９目

企画費に１，３８０万円を計上しています。費目としましては、８節旅

費２８万５，０００円、１３委託料１，３５０万円、１９節負担金、補

助及び交付金１万５，０００円を計上しています。このうち、１３節委

託料は、国土交通省の補助金を全額活用した調査業務委託料１，３５０

万円です。なお、委託先としましては、先ほどお話しさせていただきま

したが、ＹＭＦＧゾーンプラニングとの随意契約を想定しています。随

意契約の理由としては、市との包括連携協定を締結していること。山口

県において唯一内閣府国土交通省と協定を締結している「山口地域ＰＰ

Ｐ／ＰＦＩ官民連携プラットフォーム」の代表者となっていて、地域の
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産学官金のＰＰＰのプラットフォームの形成に知識とノウハウを持って

いること。そして、本補助事業の申請において当初から本市の状況、本

事業の内容を熟知し、支援をいただいていること等、今回の事業を受託

する要件を満たしていることを理由に随意契約を考えています。９節旅

費、１９節負担金、補助及び交付金については、補助対象ではなく市単

独部分になりますが、これは、ＰＰＰの知識を習得するための職員の研

修参加、先進地視察等の旅費、研修負担金を計上しています。次に歳入

についてです。８ページ、９ページをお開きください。１５款国庫支出

金、２項総務費国庫補助金、１目総務費国庫補助金、１節総務管理費国

庫補助金の先導的官民連携支援事業補助金１，３５０万円の増額です。

今回の事業の特定財源として充当します。御説明は以上です。御審議の

ほど、よろしくお願いします。 

 

河野朋子分科会長 続きまして、お願いします。 

 

和西企画政策課長 引き続き、プレミアム付商品券についての御説明をさせて

いただきます。このたびの補正予算は、プレミアム付商品券事業を実施

するため、歳入歳出それぞれ１，７６９万２，０００円を増額するもの

です。予算費目について御説明する前に、プレミアム付商品券事業の概

要等について、御説明します。プレミアム付商品券事業は、消費税・地

方消費税率の引上げが低所得者・子育て世帯の消費に与える影響を緩和

するとともに、地域における消費を喚起・下支えすることを目的として、

令和元年１０月から令和２年３月までの間に使用できるプレミアム付商

品券を発行し、販売するものです。購入者は、公募で決められた店舗で

プレミアム付商品券を使用して商品を購入することができ、店舗は、使

用されたプレミアム付商品券を、金融機関を通じて換金し、市から金融

機関へプレミアム付商品券を換金した金額を支払うことになります。こ

のプレミアム付商品券の販売及び発行を行う市区町村に対し、その実施

に必要となる事業費及び事務費を国が全額補助する事業となります。資

料１を御覧ください。「１．購入対象者」。プレミアム付商品券を購入
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することができる対象者ですが、平成３１年度住民税非課税者と、３歳

未満の子（平成２８年４月２日から令和元年９月３０日までに出生した

子）が属する世帯の世帯主となっています。なお、住民税非課税者の範

囲としては、住民税課税者と生計同一の配偶者・扶養親族、生活保護受

給者は除くこととされています。３歳未満の子については、３月議会の

後、対象者が拡大しました。平成２８年４月２日から令和元年６月１日

までに出生した子に加え、令和元年６月２日から９月３０日までに出生

した子が属する世帯主も、新たに対象となりました。なお、２つの対象

者の要件のいずれにも該当する方は、併給が可能となります。「２．対

象者数（見込み）」ですが、住民税非課税者は１万２，５００人です。

これは今回のプレミアム付商品券と同様に住民税非課税者が対象となっ

た平成２９年度実施の臨時福祉給付金の支給対象人数から見込んでいま

す。一方、３歳未満の子は約１，６００人いますが、その子が属する世

帯主が対象者になりますので、対象者は１，５００人と見込んでいます。

こちらについては３月末時点の住民基本台帳から対象者を抽出するとと

もに、今年の４月から９月までに出生する子供の人数については、前年

の同時期の出生数から見込んだものとなっています。「３．購入限度額」

について、購入対象者にはプレミアム付商品券の購入引換券を配布し、

この購入引換券と２万円でもって、２万５，０００円のプレミアム付商

品券を購入していただきます。なお、３歳未満の子が属する世帯主につ

いては、子供の人数に応じて購入引換券が発行されることになり、プレ

ミアム付商品券も２万５，０００円の人数分を購入することができます。

例えば、両親と３歳未満の子供が２人の４人家族が非課税世帯である場

合、住民税非課税者分のプレミアム付商品券を２万５，０００円の４人

分である１０万円分、３歳未満の子が属する世帯主分のプレミアム付商

品券を２万５，０００円の２人分である５万円分、合わせて１５万円分

まで購入可能となります。「４．その他」、プレミアム付商品券を購入

するためには、合計２万円の現金を用意する必要があることから、５回

までの分割購入を可能とし、１回当たりプレミアム付商品券５，０００

円分から購入することができるようにします。また、商品券の額面は、
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１枚５００円を予定しています。券面額５，０００円の商品券を

４，０００円で販売することになりますので、割引率は２０％というこ

とになります。「５．各手続場所及び期間」についてです。住民税非課

税者については、購入引換券を受け取るための申請をする必要がありま

すが、申請場所は、本庁のほか、総合事務所、支所、出張所となります。

対象と思われる方に申請書の様式を送付しますが、その際に返信用封筒

を同封しますので、基本的には郵送で申請書を受け付けます。申請期間

は７月中旬からを予定しています。なお、３歳未満の子がいる世帯につ

いては、申請が不要です。商品券の販売ですが、市民に身近な場所で販

売するため、市内の各地に支店がある市内郵便局への委託を予定してい

ます。詳細は今後詰めていくことになりますが、簡易郵便局を除く１０

の郵便局に委託したいと考えています。販売期間は１０月１日から２月

２９日までです。商品券の使用店舗について、６月１日から市内の事業

者に対し幅広く募集を行っています。商品券の使用期間は１０月１日か

ら３月３１日までです。なお、使用できる店舗については、プレミアム

付商品券購入時に店舗の一覧を冊子にしたものを配布するとともに、使

用可能な店舗にはステッカーを貼ってもらうほか、市ホームページにも

掲載して、広く周知を図ってまいります。使用済み商品券の換金手続は

市内の金融機関にお願いする予定です。換金の期間は１０月１日から４

月３０日までです。次に、資料２の「１ プレミアム付商品券事業実施

スケジュール」を御覧ください。まず、住民税非課税者についてですが、

７月中旬に、対象になると思われる方に申請書の様式を郵送します。同

時に、申請書の受付と、要件に該当するかどうかの審査を開始すること

になります。審査により対象となることが確認できた方には、９月中旬

に購入引換券を郵送する予定です。続いて、３歳未満の子がいる世帯に

ついては資料２の上の表の真ん中の列のところになりますが、こちらに

ついては申請が不要ですので、市から対象者に購入引換券を送付するこ

とになります。①の６月１日までに出生した子が属する世帯主について

は、９月中旬に購入引換券を送付。②の６月２日から７月３１日までに

出生した子が属する世帯主については１０月上旬までに購入引換券を送
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付。③の８月１日から９月３０日までに出生した子が属する世帯主につ

いては１１月上旬までに購入引換券を送付する予定です。商品券の販

売・利用については先ほど説明をしましたが、１０月から２月末までが

商品券の販売期間、１０月から３月末までが商品券の使用期間となりま

す。使用済み商品券の換金期間は令和２年４月末までとなっています。

続きまして、歳出予算については、補正予算書の１２ページ、１３ペー

ジをお開きください。２款総務費、１項総務管理費、３１目プレミアム

付商品券事業費において、プレミアム付商品券事業の実施に必要な事業

費及び事務費として、３月補正で３億７，５７６万４，０００円を計上

しておりますが、その後、国の制度に関する運用方針が定まり、国の補

助対象となる経費が明確になる中で、新たに必要となる経費があります

ので、６月補正で１，７６９万２，０００円の増額を計上させていただ

きました。資料２の後段「２ プレミアム付商品券事業における６月補

正について」も併せて御覧ください。増額する費目としましては、１２

節役務費のうち、通信運搬費４３４万円は、購入引換券は国の方針によ

り再発行することができないことから、確実に対象者の元に購入引換券

が届くよう、普通郵便での郵送を簡易書留での郵送に変更することによ

るものです。１３節委託料のうち、販売業務委託料４１５万円は、市民

に身近な場所で商品券を販売するため、市内の各地に営業所がある事業

所への販売委託をするための経費です。先ほども御説明をしましたが、

新たに郵便局での販売委託に係る全国統一の単価が示されたことから、

郵便局への販売委託を検討しています。ただし、この委託料の額は販売

実績によって決まるため、最大限販売したものとして算定しています。

次のシステム開発委託料４２０万２，０００円ですが、これまで、国は

臨時福祉給付金のシステムを再利用・改修して対応することとしていま

したが、再利用できない場合は、新たなシステムの構築を認めることを、

新たに示しました。よって、新たに臨時福祉給付金のシステムを改良し

たものをリースするものです。１９節負担金、補助及び交付金は、使用

されたプレミアム付商品券の換金額を見込んで計上しているものですが、

先ほども御説明したように、３歳未満の子の対象が拡大したことに伴い、
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５００万円の増額となります。この対象拡大に伴い、事務費についても

増加が見込まれますが、３月補正で計上している予算の範囲内で対応で

きると考えています。次に歳入について、８ページ、９ページをお開き

ください。１５款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金、

１節総務管理費国庫補助金において１，３６９万２，０００円を増額し

ています。内訳となりますプレミアム付商品券事務費補助金１，２６９

万２，０００円とプレミアム付商品券事業費補助金１００万円は、先ほ

ど歳出で説明しましたようにプレミアム付商品券事業に必要となる事務

費と事業費が増額となりますので、それに伴い、それぞれ要した金額の

全額が国から交付されるものです。１０ページ、１１ページです。２１

款諸収入、４項雑入、２目雑入、２節総務費雑入において、プレミアム

付商品券購入者負担金を４００万円増額しています。これは、プレミア

ム付商品券を購入する際に、購入者から支払われる現金に相当する分を

市として歳入するものですが、３歳未満の子の対象が拡大したことに伴

い増額するものです。なお、プレミアム付商品券事業の実施に当たりま

しては、対象者を抽出する関係から子育て支援課、社会福祉課、プレミ

アム付商品券の活用に関して商工労働課が担当するほか、情報管理課、

税務課、市民課等の関係部署と連携し、企画政策課が調整を図りながら

進めています。説明は以上です。御審査のほど、よろしくお願いします。 

 

河野朋子分科会長 続きまして、選管のほうから。 

 

白石選挙管理委員会事務局長 それでは選挙管理委員会分について説明します。

１４ページ、１５ページで、２款総務費、４項選挙費、４目参議院議員

選挙費を、補正前３，１９４万２，０００円を１万９，０００円増額し、

補正後３，１９６万１，０００円とするものです。補正の内容は、全額、

１節委員報酬で、先ほどの総務文教常任委員会で御審査していただきま

した、議案第５４号「山陽小野田市報酬及び費用弁償支給条例の一部を

改正する条例の制定について」による委員報酬増額の影響分です。これ

に要する歳入は、全額特定財源で、８ページ、９ページをお開きくださ



13 

 

い。１５款国庫支出金、３項委託金、１目総務費委託金、３節国会議員

選挙費国庫委託金の参議院議員選挙事務費を１万９，０００円増額して

おります。以上で説明を終わります。御審査のほど、よろしくお願いし

ます。 

 

河野朋子分科会長 教育委員会は後でやりますので、ここまでで質疑を受けた

いと思います。情報管理課について何か質疑がありますか。(「なし」と

呼ぶ者あり)なければ、事業ごとのほうが質疑しやすいかもしれませんの

で、ＰＰＰの調査委託料の件で。そこで何か質疑があれば。 

 

髙松秀樹委員 この商工センター、この写真のように外壁を全部そぎ落とした

んですけれど、過去。これ、この時代はそもそもこれで終わりだったん

ですか。それとも、この後に本当は何かしようと思っていたんですか。

まず、ちょっとそこからお聞きしたいんですけれど。 

 

和西企画政策課長 済みません、ちょっと直接当時担当していなかったのでう

ろ覚えですけれど、取りあえずは応急処置として危険除去ということで

外壁を落としたというのを聞いております。その後につきましては、在

り方の検討をしていかなきゃいけないということで、庁内では議論を進

めていたというふうに聞いておるところです。 

 

髙松秀樹委員 その後、このＹＭ－ＺＯＰの話が持ち上がって、非常に急な話

のように聞こえてきて、この話は以前から聞いていなくて、なぜこのよ

うな話が、いつ頃から出てきたのかということを知りたいです。 

 

清水企画部長 この件につきましては、昨年の末ぐらいにＹＭ－ＺＯＰのほう

からそういう悩み事があるということでこういう御提案を頂きました。

それから、私どももいろいろ研究していきながら進めていったというこ

とです。この補助事業につきましては、今年度については４月の中旬ま

でが申請手続でしたので、それまでに向けてＹＭ－ＺＯＰと協議しなが
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ら、あるいはこの件につきましては３者の共同ということになりますの

で、小野田商工会議所あるいは山口銀行さんともよく協議をしていかな

ければいけないということもありましたので、当初予算にはちょっと間

に合わなかったんですけれども、このたび５月の末に採択されましたの

で今回補正予算として上げさせていただいたというところです。 

 

髙松秀樹委員 ＰＰＰを活用した商工センター再整備事業ということで調査費

が挙がっているんですが、基本的な方向性としてはこのＰＰＰで行いた

いということで間違いないですか。 

 

和西企画政策課長 はい、そのとおりです。 

 

髙松秀樹委員 その際に、手法がＬＡＢＶだということなんですが、このＬＡ

ＢＶは、頂いた資料を見て図が描いてあるんですけれど、合同会社・株

式会社等というふうに書いてあって、そこに自治体が現物出資、これ恐

らく土地ですよね、あそこの。そして、金融機関、これは恐らく山口銀

行なのかなと。民間事業者、これは会議所が入るのかどうなのか。会議

所のことですか。(「はい」と呼ぶ者あり)これが入ると。ＬＡＢＶとい

ういわゆる会社を立ち上げるということになると思うんですが、この場

合、この会社の所有権と事業権というのはどういうふうになるんですか。 

 

和西企画政策課長 そこに書いてありますように、合同会社になる、あるいは

株式会社になると、いろいろな形態が想定されるところですが、それは

またこの調査の中で詰めていくところになるかと思います。 

 

髙松秀樹委員 会社形態を別にしても、いわゆる出資をされるんですよ、皆さ

んが。これ、現物出資と書いてありますが、基本的に市も民間事業者も

金融機関もこの会社に出資されるわけですよね。出資されたらその比率

が出ますよね。あの土地の評価額は恐らく出ていると思うんですけれど、

恐らく全然追いつかない額になっていて、いわゆる金融機関が多く出資
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されるのかなと。その場合に、出資割合が出てきますよね。市の出資割

合が非常に低いんじゃないかなと思って、そのときの所有権はもちろん

この会社になるんですが、その中で本当に市が未来にきちんと物が言え

る立場になっていくのかなという気がするんですが、一般論から言えば

発言権の少ない出資者になるような気がするんです。その辺の懸念はな

いんですか。 

 

和西企画政策課長 御説明したとおり、今回のＬＡＢＶにつきましては、運営

にもタッチしないし損失補償も行わないという形になっております。そ

れは、裏を返せばリスクも取らないけれどリターンも取らないというこ

とに当たるかと思います。そういった中で、そうは言ってもやはり出資

者として、市は何らかの思いを伝える場というのはあるかとは思います

が、それが一人歩きして民間の営業を圧迫するようなことはないかとは

思います。 

 

髙松秀樹委員 ちょっとよう分からん、分かりにくいですよね。何か非常にリ

スクがあるんじゃないのかなという。リターンもきっとあるだろうなと

いう、いわゆるハイリスク・ハイリターンの事業形態のような気がして

います。もう一つ質問は、簡単に言えば商工センターが建て替わると見

ているんですが、ＬＡＢＶがどういう会社を作るかは別にして、いわゆ

る賃料を取って経営に当たるということになるんですよね。例えば、商

工会議所が借りますと。会議所は賃料を払いますと。ほかのところが入

りますと。賃料を払いますと。で、このＬＡＢＶがそれを基に会社経営

をしていくということになるんですか。 

 

和西企画政策課長 想定ですが、そこにできた建屋の中に入る事業者は、入っ

ていることに対しての家賃というようなものを払うことになりますが、

そこに建つ建屋の収益が上がるものについては収益性がありますので、

それは事業体の収入になっていきますので、その家賃以外のところ、収

益が上がった部分もこの事業体の収益になるかと思います。 
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髙松秀樹委員 心配なのは、市の発言力がどのぐらい出てくるのかなという気

がして、小さいことを言えば、例えば家賃を決めましょうというときに、

市の出資割合が１０％しかありませんでしたと。残り、例えば５０％以

上出資しているところがいますと。で、その発言力が強いと見るのが一

般的なんですが、そういう事態にはならないんですか。 

 

和西企画政策課長 それは、今後調査の中、それから調査を終えた後、事業体

を組成する、協議をする中で決めていくことになるかと思いますが、大

前提にあるのは、やはり収益性のある事業を行っていく上での資金のス

キームが出てくるというのが基本かと思います。 

 

宮本政志委員 髙松委員とちょっと重なるかもしれませんけれど、現物出資と

いうことは、多分、譲渡じゃないですよね。現物出資すると土地の名義

は合同会社なり株式会社のほうに、市から移されるんですかね。 

 

和西企画政策課長 そのとおりです。 

 

宮本政志委員 ですよね。ということは、今その現物出資される土地の広さは

１ページに書いてあるんですよ。敷地面積４，２６１平米、１，３００

坪ぐらい、ちょっと概算ですけれど。大体これ、どれぐらいの評価で見

ていらっしゃいますか。路線価で見るか固定資産評価で見るか分かりま

せんけれど、大体その出資額になりますけれど。 

 

和西企画政策課長 まだ正式にはちょっと出しておりませんので、ちょっと分

かりません。 

 

宮本政志委員 というのが、恐らく路線価も固定資産評価も多分坪当たり８万

円前後ぐらいと思うんですけれど、この面積だと大体その出資に該当す

るのが１億円近いんじゃないかなと思って質問しているんですけれど。 



17 

 

 

和西企画政策課長 概算になりますが、委員御指摘のとおり１億円ぐらいを見

ているところです。 

 

宮本政志委員 そうすると、さっきリスクとリターンのことをちょっと触れら

れましたけれど、リターンとしては固定資産税というのは市のほうには

入ってくるんじゃないんですか、リターンとしては。 

 

和西企画政策課長 それはあるかと思いますが、私が先ほどリターンと言った

のは、収益を上げた場合にその収益の儲けが入ってくるかどうかという

ことのリターンということを使わせていただいた次第です。 

 

宮本政志委員 さっき髙松委員がおっしゃったことはちょっと重要で、リスク

ですよね、１億円近い市の資産を現物出資として出すわけですから、そ

の後のリスクというのは当然調査の中で考えていただきたいのと、これ

はちょっと意見になりますけれど、基本的にはこういうＰＦＩとかＰＰ

Ｐというのは、今の時代ではもう進んでいかないといけなかったような

事業、結構はやっていますんで、私は結構この工程というか前向きなこ

ういう事業というのは評価しているんです。ですが、やっぱりリスクい

うところに関しては、しっかり、大事な市の土地を、財産を出資するわ

けなんで、その辺りというのはちょっと、意見になりますけれどしっか

り精査していただきたいなとは思っています。 

 

和西企画政策課長 調査の中、それからその後の事業体を組成する上において、

そのリスクを踏まえて官と民との間の契約を含めたガバナンスというと

ころが大変重要になってくると思いますので、これに時間がかなり掛か

ると思っております。調査を２月に上げた後、実際に動き出してからい

ろいろなその辺りを、参加する事業体を含めて、融資を行う山口銀行を

含めてしっかりと詰めていかないといけない一番大切なところかという

ふうに考えているところです。 
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笹木慶之委員 これは、これから新たに取り組む事業ですから、今るる説明が

ありましたがそういったところをきちっと整理をしていけばいいと思う

んですが、まず２つほどお聞きしますけれど、例のＰＰＰの関連で、エ

リア全体に連鎖的な事業を生み出すということがあります。山口銀行の

跡地の件は分かりましたが、何かほかに市が想定しているといったこと

があるんでしょうか。２点目は、ＰＦＩとの問題です。そこが今の連鎖

的な部分が違うと思うんですけれども、ということで私自身もこのＰＰ

Ｐという手法については非常に有効的な手段だと思っているんですが、

その辺りの市の考え方を少し聞かせてください。 

 

和西企画政策課長 エリアについてですが、６ページのＬＡＢＶの一般的なス

キームというところで、プロジェクト①、プロジェクト②、プロジェク

ト③とあります。このプロジェクト①が商工センターであり、プロジェ

クト②が山銀の跡地であり、プロジェクト③があの周辺のという考え方

もありますし、①が商工センター周辺であり、②が市内のほかの公有地、

跡地利用という考え方もＬＡＢＶの中にはあります。その両者について、

やはり当初、今回調査に入りますのでその辺りも考えながら対応には入

っていくことになるかと思いますが、まずはやはり商工センターをどの

ようにしていくかという観点に立ち、進めていくことが先決かなという

ふうには思っているところです。今のはあくまでもＬＡＢＶの形が２つ

あり、いろんな形がありますので２通りの御説明をさせていただいたと

ころです。それからＰＦＩに関してなんですけれど、ＰＦＩというのは

どちらかといえば公共サービスに対して市が民と一緒になってやってい

こうという観点です。庁舎を建て替えるのをＰＦＩにしましょうとかい

ろいろあると思いますが、あれはやはり公共サービスに対しての官民連

携になるんですが、今回大きな違いとしては、公有地に対して空間が公

有地なんですね。公有地に対して官と民が一緒になってまちづくりを考

えていこうという観点になるんです。ですからＰＦＩとの違いを資料の

中にも書いておったんですが、大きな違いとしては公共サービスに対し
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て行うＰＦＩではなくて、公有地を一緒になって考えていこうという観

点でのＬＡＢＶを今回進めていこうというところです。 

 

笹木慶之委員 問題はそこが、まず前段が聞きたかったわけですけれど、連鎖

的にやはりこういったものを進めていくということは非常に市にとって

友好的な行政手段だと思うんですよ、これから。だから、今いみじくも

言われましたが、商工センターの範囲だけということにならず、やはり

もっと大きな視点に立ったまちづくりの一環としてこのテーマを捉えて

いくということが大事じゃないかと。個人の意見ですから言わせてもら

いますが、それもやはり議論の中にしっかり入れてほしいなというふう

に思います。たまたま、さきに市が売った角地の問題等も、この問題が

先に出ておれば、また違った展開もあったかと思うんですけれど、やは

り友好的な公有財産の処分の非常に大きなウエートを持っていますから、

まだほかにも土地があると思うんですよ。それから先は、一般質問に関

連しますから言いませんけれど、その辺りを視野に入れた公有地の管理

を考えた事業に結び付けてほしいということを申し上げておきたいと思

います。その延長戦というか、もう一方の側にやはりＰＦＩということ

があるということを、やはり公共は公共サービスの充実することが本旨

ですから、やはりそのことも当然頭の中から逃げないというふうに思う

んですけれど。これは答弁要りません。申し上げておきたいと思います。

それと、１，３５０万円というのは、もちろん市が全額ということで全

額が国庫補助ということなんですが、これに関して市が単独で出すとい

う経費は、当面全くないと考えていいんですね。 

 

和西企画政策課長 そのとおりです。 

 

笹木慶之委員 分かりました。 

 

河野朋子分科会長 ほかに、この件について何か。 
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長谷川知司委員 もし、市が加わらないよと、あの土地をこの計画される方に

売りますよといった場合、どういう影響になるんですか。市が入る必要

性がちょっと見えないんですけれど。 

 

和西企画政策課長 民間への土地・建物を含めて売却という形になりますが、

やはりそこにまちづくりの視点をしっかり入れた上で、あの地域に対し

てどういう建屋がふさわしいか、その辺りのことを考える上で、やはり

市が入ってその辺りを進めていくという必要性があるかとは思います。 

 

長谷川知司委員 私もその必要性は分かりますけれど、今までの説明からする

と、市はリスクを余り負わないよというんであれば、どこまでその発言

力があるのか。まちづくりと言っても、やっぱり民間は費用が掛かれば

制限があると思うんです。だから、ちょっとこれはパッと見たときはす

ごくいいんですが、市が土地を提供する、それを売ってしまえばもうど

うなのか。あるいは提供することで発言力が増すのか。きちんとまちづ

くりに対して意見が言えるのかどうか。そこの確認はどうなのか。 

 

和西企画政策課長 今回、調査業務に当たるに当たって、にぎわいの創出とい

うキーワードがとても大切になってくるかと思います。あの辺りのまち

づくりという観点から、あの地域はどう変わっていくか、そういう観点

を官と民で一緒になって話し合って調査業務を作り上げていきますので、

委員が御指摘される点についてはやはり大切な点でありますので、しっ

かり調査の中で協議をしていきたいと思います。 

 

伊場勇副分科会長 少し長谷川委員ともかぶるんですけれども、できるもの、

できる建屋によってはあそこの一帯の雰囲気がガラリと変わるものにな

ると思います。こういったものってたくさんの人が関わって、たくさん

の不可価値が付いていけばより良いものになると思うんですけれども、

調査のフォローのところでＰＰＰの人材育成のところに一番力を入れる

というふうにありましたが、あそこには高校も近いですし山口東京理科
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大学にも比較的近い場所にもありますし、地元の人も含めそういったと

ころのアナウンスであったりとかワークショップだったりとか、今から

調査というところも十分分かりますけれども、今のそのイメージとか思

いとかがあれば、もうちょっと詳しく聞かせてください。 

 

和西企画政策課長 委員言われましたとおり官と民、それからその周辺の方々

を含めて、市民のその考え方ですね、あの地域に暮らしていらっしゃる

方々がどのようなまちにしていきたいか、どのようなまちになったら良

いかという観点はとても大切と思いますので、ワークショップ等で地域

住民の皆様にも御参加いただけるような場をしっかりと作って、この調

査報告書を上げていきたいというふうに考えているところです。 

 

髙松秀樹委員 表紙に商工センターが赤線、山銀が緑線で描いてあるじゃない

ですか。これは両方整備するということになるんですよね。 

 

和西企画政策課長 ３ページの※印のところにありますが、跡地活用事業への

参画も視野にとあります。これは、山口銀行の跡地もこの中で話し合っ

ていくということになります。 

 

髙松秀樹委員 先ほどの長谷川委員の質問に対する答弁で、にぎわいの創出う

んぬんという話がありましたけれど、もともと総合計画でここはそうい

う位置付けにあったのかどうなのか。そして、にぎわいの、その近隣の

人たちのどうのこうのとありましたけれど、一応事業名は商工センター

再整備事業とありますよね。ということは、商工センターの跡地という

か場所を整備するものと。なのに、答弁はにぎわいの創出だとか近隣の

という言い方をされるんですが、その辺はどういうふうに理解したらい

いですか。 

 

和西企画政策課長 今回、国交省に補助申請するに当たっての補助申請メニュ

ーの案件なんですけれど、実は市有地利活用及びエリアマネジメント等
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に係る官民連携事業可能性調査ということで、商工センターという文字

は使っておりません。今回、こうやって市議会に補正予算を出すに当た

って、この文言ではちょっと分わかりづらいところもありましたので、

このような形に資料等をさせていただいているところですが、思いとし

ては市有地の利活用をこの商工センターをリーディングプロジェクトに

して広げていけたらいいなということで可能性調査をしていくというこ

とになります。また、総合計画においてなんですけれど、ここは地域の

生活や交流の地域拠点に位置付けております。コミュニティ施設等の充

実や商業集積拠点としてのにぎわいの創出を図ることを示しているとこ

ろです。総合計画の中にそのように位置付けております。 

 

髙松秀樹委員 よく分かりました。ということは、この調査が終わって実際に

取り掛かって本当に完成したときは、単なる商工センター跡地、山銀跡

地に物が建ったという話ではなくて、そのエリアマネジメントという言

葉を使われましたので、このエリアがにぎわいを持っていくというふう

に思ってよろしいですか。 

 

和西企画政策課長 今回、国交省等に私も参りまして、その辺りについては非

常に期待されておるところです。一つの建屋が生まれ変わるだけではな

くて、それが波及していくようにというようなことを今回の調査業務の

中で言われているところです。まだ取り掛かっておりませんし、調査業

務に今から入る段階で何とも言えないところもあるんですが、やはり目

指す方向性としては、今委員が言われたところというのはしっかり持っ

て取り組んでいきたいというふうに思っています。 

 

長谷川知司委員 １ページの商工センターの枠ですけれど、この東側のほうに

まだ駐車スペースがあり、北側のほうにも駐車スペースがあるんですが、

そこはどう考えるんですか。 

 

清水企画部長 これは、最初に申請出したときの図面だったものです。これが
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一番最初に建てられたときの範囲でありまして、実際はもう少し左側に

も土地がありますし、上のほうも駐車場があります。ですから、実際、

今回整備事業に当たるに当たってはここよりも少し広い面積であるとい

うところであります。 

 

奥良秀委員 このたび、このＹＭ－ＺＯＰさんとの共同ということなんですが、

実績というものは今まであるんでしょうか。要は地方公共団体と手を組

んで行うということを今までやられたことがあるんでしょうか。 

 

和西企画政策課長 先ほど申しましたＰＰＰ及びＰＦＩの山口のプラットフォ

ームの代表者になっておりまして、各自治体との連携をしておるところ

です。昨年来、空調の問題がありますし、そこのＰＦＩで進めている自

治体は県内にあるんですが、そのようなところに入って進めていたりと

いうようなことで、ＰＰＰ及びＰＦＩに関しての実績というのは県内で

は一番かなというふうに思っているところです。 

 

奥良秀委員 県内で一番というのは、要は事業体を組まれて何かしらの協議を

されているという中で一番という解釈なのか、それとも何かこういうふ

うな構造物、今回構造物になるんですが、そういったものを作った実績

があるのかどうなのかという、今どちらなのかという質問をさせてもら

っています。もう一度お願いします。 

 

和西企画政策課長 済みません、今手持ちがありませんので、ＹＭ－ＺＯＰの

実績というのは資料がありますので、後ほど出させていただければとい

うふうに思います。 

 

奥良秀委員 これからの話なんで否定するつもりはさらさらないんですが、や

はり私としてはこちらの建物というのは、今までは商工センターでの活

用ということで、いろいろな企業であったりいろいろな方々が集まられ

ていろいろなワークショップを行われたりする場所で今使われていると
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ころなんですよね。今回、民間と公共とで手を組んでやられると。民間

がどっちかというと権利を持ってそういう建物を建てられるのかなとい

うことになると、やはり採算性というものを考えられて運用される建物

になってくるということを考えると、使用料であったりとか駐車場の料

金であったりとか、そういうところも改定される、若しくは上昇すると

いうところがちょっと懸念されるんですが、これもまた今後の話になっ

てくると思いますので、その辺もやはり、今にぎわいの話も出ましたが、

なるべく使用しやすいような金額を考えていかないと、にぎわいという

のはなかなか難しいのかなと思っていますので、その辺も考えて。私た

ち議員としてもその辺も管理しながら見ながらやろうと思うんですが、

あくまで民間主導でならないように行政のほうからも意見が言えるよう

にしてもらいたいと思いますので。これは意見としてお願いします。 

 

河野朋子分科会長 意見ということでよろしいですね。 

 

古川副市長 今回、この件でございますが、ＹＭ－ＺＯＰにつきましては平成

２７年に地方創生に特化したコンサルティング会社として設立されてお

ります。地方創生、よく言われる「産学官金労言」の「金」の立場で地

方創生をしていくというスタンスで作られたというふうに聞いておりま

す。その中で、産業振興、雇用創出、観光、まちづくり、労働生産性の

向上、またＰＰＰやＰＦＩの様々な分野のプロジェクトを自治体と連携

して取り組んでいきたいという目的の中で設置されておるところでござ

います。そうした中でこのＹＭ－ＺＯＰは、国交省、また内閣府とも連

携が強く、国の補助金の活用というのも提言されたということです。そ

れと、ＬＡＢＶ、これ緒に就いたばかりです。議員の皆様からいろいろ

な御意見、御指摘も頂きましたが、まだこれが今回議案を議決、予算を

議決していただいた中で調査に入ります。そうした中で今頂いた意見も

ＹＭ－ＺＯＰ等と協議する中で詰めていきたいと思いますので、その辺

の御理解をいただけたらと思います。よろしくお願いします。 
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河野朋子分科会長 この件について、もう質疑はそろそろよろしいですか。(「は

い」と呼ぶ者あり)では、次のプレミアム付商品券の事業について何か質

疑があれば受けます。 

 

髙松秀樹委員 分割販売ができるということで、この販売方法なんですけれど、

５，０００円単位での販売で、例えば販売額２万円の権利がある人は、

５，０００円を４回別々の日程でも買えるということでよろしいですか。 

 

佐貫企画政策課政策調整係長 おっしゃるとおり、別々の日程で５，０００円

を好きなときに買うことができるようになります。 

 

髙松秀樹委員 次に、それを入手したら、今度は買わんにゃいけんのですけれ

ど、買うときに市内の４００店舗程度と。前回がどのぐらい店舗だった

のか。今回の４００店舗というのがきちんと集められるのか。また、こ

の４００店舗というのは恐らく小さい店も含めてだと思うので、その辺

の考え方を教えてください。 

 

佐貫企画政策課政策調整係長 前回のプレミアム付商品券というのは、今回と

は違う形にはなりますが、商工会議所等の御協力の下、販売をしており

ます。そのときが４００店舗ぐらいありまして、今回も同じお店にはま

た参加を呼び掛けておりますので、大体同じぐらいの店舗に参加してい

ただけるというふうに見込んでいます。 

 

長谷川知司委員 この商品券を買うときに、本人確認とかは要るんですか。誰

でもいいんですか。 

 

佐貫企画政策課政策調整係長 基本的には同じ世帯の方であれば買うことがで

きます。一応本人確認をするということになっておりますので、基本的

には免許証とか保険証等にはなりますが、一応この辺は国のほうから指

針が示されておりまして、郵便物等で名前が書いてあるものもいいとい
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うふうになっていますので、公的な身分証明でなくても買えるというふ

うには考えております。 

 

伊場勇副分科会長 この事業は急ピッチで、急に出てきたもので一生懸命考え

られて、簡易書留とかになられたと思うんですけれど、周知のことを議

場でも質問がありまして、あらゆる手段をというふうに御答弁を頂きま

したが、少し詳しく教えていただけますか。 

 

佐貫企画政策課政策調整係長 基本的には非課税の方に関しては、対象と思わ

れる方に対象と思われますという通知をお送りするようになります。３

歳未満の方には、購入引換券を直接お送りするようになります。なので、

基本的にはその該当する方には基本的に何らかの文書を郵送で送るとい

うふうに考えております。あわせて、これは国のほうが主導にはなりま

すが、テレビとか新聞等の報道はする予定ですし、市のほうとしては広

報紙あるいはホームページ等で周知を図ってまいりたいというふうに考

えております。 

 

河野朋子分科会長 ほかによろしいですか。(「はい」と呼ぶ者あり)では、２

款のところの歳出に係る・・・いや、いいですよね。もうほかに、何か

質疑が漏れたところがありますか。(「なし」と呼ぶ者あり)特に、選管

についてもなければ、２款について今のところでなければ終わりたいと

思いますが、よろしいですね。では、質疑はそこの部分を終わりまして、

教育委員会のほうに入りたいと思いますので、入替えをお願いします。

３５分から再開します。 

 

午前１１時２５分 休憩 

 

午前１１時３５分 再開 

 

河野朋子分科会長 それでは分科会を再開します。１０款についての説明をよ
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ろしくお願いします。 

 

吉岡教育次長兼教育総務課長 それでは、議案第５２号令和元年度山陽小野田

市一般会計補正予算（第２回）、教育総務課分について御説明します。 

このたびの補正は、昨年度、工事請負費を議決していただきました市立

小中学校、幼稚園の普通教室等に整備するエアコンの使用に係る電気代

の補正です。当初は、７月１日からの稼働を目標にしておりましたが、

昨年１２月議会での工事請負費の早期議決をしていただいたことで、Ｊ

Ｖ公募や入札に早期に取り掛かることができ、臨時議会を開催していた

だいたことで、２月１５日には本契約を締結でき、早期の工事着工に取

り掛かることができました。おかげさまで、工事もほぼ完了し、予定よ

り早く運用を開始することが可能となっております。それでは、議案の

１８ページをお開きください。１０款教育費、２項小学校費、１目学校

管理費、１１節需要費の光熱水費１，４９６万４，０００円の増額は、

小学校に設置したエアコンの電気代となります。２０ページの１０款教

育費、３項中学校費、１目学校管理費、１１節需要費の光熱水費６９１

万３，０００円、４項幼稚園費、１目幼稚園費、１１節需用費３３万

２，０００円は同じく中学校、幼稚園に設置したエアコンの電気代とな

ります。積算に当たりましては、６月から９月までが冷房の運転期間、

１２月から３月までが暖房の運転期間ということで積算していますが、

積算に当たりましては、エアコン機器を納入したメーカーに実際の消費

電力の状況を相談しながら、中国電力にも電気の計算等を確認しながら

積算したところです。次に、エアコンの利用に係る指針について御説明

します。お配りしております、「山陽小野田市立小・中学校、幼稚園空

調設備運用指針」を御覧ください。この指針につきましては、教育委員

会議で教育委員の方々に御意見を頂くとともに、各学校にも配布して意

見を頂き策定しています。内容を御説明させていただきます。１ページ

めくっていただきまして、目次、それから始めにということで地球環境

等々のことを記載しております。次に、１枚めくっていただきまして、

２ページ、３ページ目が夏期におけるエアコンの使用についてというこ
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とです。（１）については期間を示しております。６月１日から９月３０

日までの４か月を基本としますと、夏期についてはこのようにしており

ます。ただし、この期間外であっても異常気象等により児童・生徒・園

児の健康を損なうおそれがある場合は、校長（園長）等の判断でエアコ

ンを使用できることとしております。次に、「（２）使用時間」です。

基本は、部屋を使用している時間を基本としております。ただし、１番

にありますように図書館については、いつでも図書室を利用できる状況

にしたいということで、始業時から終業時まで常時運転するということ

にしております。昼休み等については、その日の天候に応じて運動や図

書館での読書活動をしていただきたいということで、基本的にはエアコ

ンを切っていただきたいということです。清掃時間、これは清掃時間に

エアコンを運転しますと、フィルター、ゴミをエアコンが吸い込むこと

があります。運転効率が悪くなるとともに寿命も変わってまいりますの

で、切っていただきたいというこということでお願いをしております。

それに絡めて④掃除時間の次がホームルームになる学校があります。こ

れは中学校の数校ですが、そういった場合にはエアコンの使用は控えて

いただきたいということでお願いをしております。⑤については、基本

的には放課後、休校日についても補修授業、課外活動で使用するときを

除いてエアコン運転を控えてください、必要なときに使ってくださいと

いうことです。また、体育の授業、学年集会などで教室を使用しない時

間が３０分以上続くときは、エアコンの電源を切っていただきたいとい

うお願いをしております。次に、３ページです。「（３）使用の目安」

ということで、目安としましてはＷＢＧＴ、これは暑さ指数というもの

です。環境省が定めた基準ですが、これが２５度以上のときに使用して

くださいということで基本としております。この暑さ指数については、

ただ単に温度だけではなくて、温度、湿度、輻射熱、こちらを総合的に

勘案した基準というものでできております。下に表がありますが、これ

が３１度以上になると危険、２８度以上３１度未満は厳重警戒、２５度

以上２８度未満は警戒、２５度未満は注意ということになっております

ので、この２５度以上２８度の未満の警戒になれば使用していただきた
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いということで目安として示しております。次に、「（４）温度設定の

目安」ですが、夏期につきましては基本２８度が目安になるように運転

することを基本とします、ということで示しております。温度につきま

しては、学校環境衛生基準、これは文科省が策定したものですが、この

中で教室等における温度の基準を１７度以上２８度以下であることが望

ましいとされております。これに併せまして、夏期については２８度目

安で運転していただきたいということで記述しております。また、これ

はエアコンの機能ですが、運転ボタンを押すと自動的に２８度の設定に

なります。ただし、御存じのとおり、学校の中で教室の場所、向きによ

ってかなり状況が変わってまいります。ある部屋は余り暑くないけれど

も、同じ学校の中でもほかの部屋は日が非常に入って暑いというような

ことがありますので、それを補うために温度設定を一時的に上げ下げで

きるような設定にしておりますので、必要であれば温度を一時的に下げ

るというようなことを先生方の判断でやっていただきたいということで

記載しております。また、④、⑤については、子供の体調を見ながら運

転していただきたいということでうたっております。次に、４ページ、

５ページは冬におけるエアコンの使用ということで、基本的には夏と冬

ですけれども、使用期間については１２月１日から翌年の３月３１日ま

での４か月を基本とするということでしております。また、これも夏と

同じように学校の判断で使用することができるとしております。そして、

使用時間については夏期と全く同じです。次に、「（３）温度設定の目

安」ですが、先ほどの学校環境衛生基準にありましたように、教室の温

度は１７度以上２８度以下であることが望ましいということを受けまし

て、冬については１７度目安になるように運転していただきたいという

ことで入れておるところです。次に、１枚めくっていただきまして６ペ

ージ、７ページを御覧ください。６ページの「４ 扇風機の併用につい

て」です。昨年まで、各学校には扇風機を配置する事業を進めてまいり

ました。これにつきましては有効活用、エアコンの冷気については床の

ほうにたまる、暖気、冬については天井のほうにたまるということにや

はりなりますので、この扇風機を有効に活用していただいて、教室内の
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空気を循環させていただくということで、効率的に併用で使っていただ

きたいということで記述しております。次に、「５ カーテン等の活用

について」は、既存のカーテンも活用していただくということと、教育

委員会で進めております緑のカーテン事業も、今後も積極的に取り組ん

でいただいて、エアコンと併用することでより効果を上げていただきた

いということでお願いをしているところです。次に、「６ 換気につい

て」です。これは夏も冬も共通ですが、エアコンについては空気が中で

循環するだけですので、夏においてもやはり換気というものは必要にな

ってまいります。冬は特にインフルエンザの予防等もありますが、夏に

おいても冬と同様に定期的に窓を開ける等をして、換気していただきた

いということでお願いをしております。次に、「７ 健康への配慮につ

いて」です。やはり子供には個人差がありますので、一人ひとりの状況

を見ながら注意を払って運転をしていただきたいということもあります

し、風がやはりずっと当たりますと夏場とかは冷えて体調が悪くなると

いうこともありますので、その辺りも工夫していただきたい。特にプー

ルの使用後に急に冷風に当たると、体温が下がったり体調を崩したりす

ることがありますので、十分に注意していただきたいということでお願

いしております。やはり、外の温度と教室内の温度の差が余り大きいと、

子供の体調にも影響が出るということもありますので、その辺りも学校

には気を付けていただきたいというふうにお願いしたいと思います。「８ 

その他」については、運用上のことでありまして、清掃でありますとか、

操作については基本的には教職員が行っていただきたいというところ。

あとは当然のことでありますが、エアコンは大切に使っていただきたい。

そしてこの運用については、今後状況を見ながら学校の意見を聞きなが

ら変更する可能性があるということで最後締めております。指針につい

ての説明は以上です。議案についても説明は以上です。 

 

河野朋子分科会長 指針についても丁寧な説明を頂きましたが、補正予算の内

容について質疑があればどうぞ。 

 



31 

 

髙松秀樹委員 需用費が約１，５００万円で、使用期間を見てみると１年間で

１，５００万円要るということですよね。来年度も大体このぐらい要る

だろうという計算でよろしいということですよね。このエアコンは、メ

ンテナンスは必要なんですか。 

 

吉岡教育次長兼教育総務課長 先ほどのマニュアルにありましたようにフィル

ターの掃除等、通常の家庭用のエアコンと同じようなメンテナンス等を

考えております。 

 

髙松秀樹委員 ということは、メンテナンスには経費が掛からないということ

ですよね。今、小学校、中学校、幼稚園と付いているんですが、これは

同一メーカーが付いているんですか。それともばらばらのメーカーが付

いているんですか。 

 

吉岡教育次長兼教育総務課長 全て同じメーカーです。 

 

髙松秀樹委員 どこのメーカーが付いていますか。 

 

吉岡教育次長兼教育総務課長 日立です。 

 

笹木慶之委員 運用指針の説明をされましたが、３ページの暑さ指数のことが

ありました。これは誰がどのようにチェックするのでしょうか。 

 

吉岡教育次長兼教育総務課長 この暑さ指数と申しますのが、環境省が定めた

基準です。環境省のホームページに、この暑さ指数を測定する場所が全

国にいろいろあるんですが、その特定の箇所を指定して先ほどのこの４

段階ありましたがどの段階になったときにメールを配信するというよう

な機能があります。ですので、こちらの、例えば暑さ指数が２５度以上

のときということになっておりますけれども、この２５度以上になった

らメールが来るような設定をしていただければ、それを学校長なりに判
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断していただいて、エアコンのスイッチを入れていただくということに

なろうかと思います。そして、環境省のホームページを見ますと３日間

先の予想等も出ておりますので、またそちらのほうも参考にしていただ

いて、稼働していただければと思っております。 

 

笹木慶之委員 よく分からないですが、これから見ると室内温度の目安と書い

てありますが、それより先に使用の目安のほうにどうしても目が行くん

ですが。ということになりますよね。ここの判断が今言われたような方

法論は分かりますが、現実的に大丈夫かなという気がします。その辺り

はいいですかね。神経質にならんでいいかも分かりませんが、２８度以

下ということであればいいんですけれど、いわゆる教育委員会として各

現場にどのような対応をされるのかということが気になる。やっぱり管

理責任がありますからね。 

 

吉岡教育次長兼教育総務課長 今後のことですけれども、先ほど環境省でメー

ル配信というのを御紹介させていただきましたが、今後やはりすぐに実

際の現場の暑さ指数というのを測定したいというのもありますので、そ

れが測定できるような簡易的なものがありますので、そちらのほうは学

校に配っていきたいというふうに思います。それを目安に学校で運用を

開始していただくということになろうと思います。 

 

笹木慶之委員 余り余計な心配してもいけんのですが、この際聞いておかなく

ちゃならんと思いますけれど、授業によればやはり全くこのエアコンの

ないところでのものがありますよね。例えば体育の授業とかそういうケ

ースの場合。もう１点関連して尋ねるんですが、６月に小学校各学校で

運動会をされますよね。今年の運動会についても、市内を見てみますと

午前中で終わったところ、午後もやったところがありますが、要はかな

り６月も温度が高いところがあって、健康を害する子供もいるというこ

となんですが、それらとの関係は、もちろんエアコンだけではなしに子

供の教育というのはトータルで見なくちゃなりませんが、その辺りはど
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のようにお考えでしょうか。 

 

長谷川教育長 確かに、運動会の練習をすると体温が随分上がります。そのと

きは、ある程度体温を下げてやる必要もあるでしょう。そういったとこ

ろの柔軟性を持たせるために、使用期間というところを見ていただける

と分かると思うのですが、校長等の判断でエアコンを使用できるという

ふうに柔軟に利用できるようにしております。そういったところで対応

してまいりたいというふうに考えております。 

 

笹木慶之委員 そこなんですよね。だから、やはり現場中心で状況を見て対応

できるようにしておかんと、もちろん原則としてということではありま

すけれど、やはりその辺りでという問題が起こりがちですから、そこは

十分御配慮いただきたいなというふうに申し添えておきます。 

 

奥良秀委員 一つ目なんですが、髙松委員からちょっと質問があったものと補

足なんですが、メンテナンスは基本的にはお金は掛からないよというお

話だったんですが、逆の質問でじゃあ壊れるまでメンテナンスしないん

ですかという話になるんですが、例えば機械であれば何年かごとに業者

の方に見てもらうことによって長寿命化ができると思うんですが、その

辺の考えはありますか。 

 

吉岡教育次長兼教育総務課長 保証期間がありますので、最初の１年間はメー

カー保証があります。その後については、これはこれからの課題にはな

ろうかと思いますけれども、今おっしゃられたようなことはちょっと検

討していかないといけないとは思います。 

 

奥良秀委員 使いっ放しで壊れて交換ということにならないように、よろしく

お願いします。次に、指針のほうで、エアコンはそもそも誰が電源入れ

るんでしょうか。ぱっと見させてもらって、どこにもスイッチを入れる

方が誰って書いてあるか分からないんですが、誰がスイッチを入れるん
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でしょうか。 

 

吉岡教育次長兼教育総務課長 最後ちょっと説明が早口になりましたので申し

訳ありません。７ページの８（３）です。操作についてということで、

操作は教職員が行ってくださいとしております。ですので、学校で校長

先生がこの日はエアコンをつけますよということになれば、担任の先生

等に指示をしていただいて先生方がスイッチを入れるということになろ

うと思います。 

 

奥良秀委員 分かりました。もう１つ、この温度によって管理をしますよと。

暑さ指数ということも書いてあるんですが、先ほど笹木委員からそうい

うふうな簡易的な温度・湿度の測定器を置かれるという予定なんですが、

これは全部の学校に置かれるんですか、それとも全部の教室に置かれる

んでしょうか。 

 

吉岡教育次長兼教育総務課長 基本的には全ての学校に置かないといけないと

思います。そして、これはエアコンを開始する目安になりますので、全

ての教室というよりは、学校に必要な数だけを配備し、校長先生が最終

的に判断されると思いますけれども、その中で判断ができる数を配付し

たいというふうに考えております。 

 

奥良秀委員 各学校の校長先生がその簡易的な湿度・温度計を見られて使う、

使わないを判断するという考えでよろしいでしょうか。 

 

尾山教育部長 訂正させていただきます。将来的にはエアコンがある全ての部

屋に１つずつ測定器を置きたいと考えておりますが、ちょっと私どもの

不手際でこの測定器については、この運用指針を作り始めるまで考えて

おりませんでしたので、暑さ指数で判断するという発想をちょっと持っ

ておりませんでしたので、今年度は既存の予算の中から各学校に最低１

台ずつは配付させていただいて、その後また予算を確保しながら将来的
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にはエアコンがある全ての部屋に行き渡るようにということで考えてお

ります。 

 

奥良秀委員 そのとおりで、そのようにしてもらえれば先ほど言われた、要は

インターネットでその暑さ指数を見るという現場としては簡易的なんで

すが、それではちょっと実効性が多分ないと思いますので、是非ともそ

ういうふうにしていただきたいと思います。最後に、要望というか提案

なんですが、例えば教室の入り口等々が多分普通の引き戸になっている

のかなと。そういったところにカーテン等を付けて冷気や暖気が逃げな

いような対策もしていただければ、また緑のカーテンと一緒でエコ対策

になるんじゃないかなと思いますので、これはあくまで意見として述べ

させていただきます。以上です。 

 

河野朋子分科会長 そういう提案があったということを受け止めていただいて。 

 

長谷川知司委員 光熱水費で増加と出ていますが、実際、冬場は灯油を使って

いらっしゃってそれは不要になると思うんです。その減額を今回はされ

ないんですか。 

 

吉岡教育次長兼教育総務課長 特別教室等にはエアコンが付いておりませんの

で、教室についてはこれまでと同じようにブルーヒーターで灯油を使う

ことになります。今年度もやはり教室の状況によって量がどういう形に

なるか分かりませんが、このたびは灯油の減額補正はしておりません。 

 

長谷川知司委員 今後、灯油の減額というのは最後１２月でも精算されると思

いますので、それはきちんとしていただきたいと思います。それと同時

に集中操作です。各教室でなくて、例えば警備員さんがいらっしゃると

ころ、あるいは職員室等でできるのかどうか、これをお聞きします。 

 

吉岡教育次長兼教育総務課長 このたび導入しましたエアコンについては、全
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て個別操作になっておりまして、集中操作はできないことになっており

ます。 

 

長谷川知司委員 警備員さんが各教室を回られていらっしゃいますが、これも

大変な作業ですのでその作業が増えたということの御理解は持ってくだ

さい。やはり一晩中つけっぱなしとかとかがあっちゃいけんので、そう

いうのが一目で分かればいいんですけれど、今回ないということですの

で。高千帆小学校などは東向きの教室があって、朝日が当たってすごく

暑いんです。先ほど言われました測定器を置くということですが、この

設置場所をよく考えて、教室の実情に合わせて、暑いところはすぐ温度

が分かるようにしていただきたいというのが希望です。それと、教室は

どうしても天井高３ｍ以上という建築基準法上の設定がありました。市

内はほとんど３ｍ以上と思いますので、シーリングファンとか今後は扇

風機だけでなく天井扇ですね、そういうことも必要に応じて検討という

ことも今後考えていただければと思います。 

 

河野朋子分科会長 審査の途中ですが、お昼を少し過ぎますことを御了承いた

だきます。いいですか。(「はい」と呼ぶ者あり)今のに対して、答弁が

ありますか。(「はい」と呼ぶ者あり)答弁があればお願いします。 

 

吉岡教育次長兼教育総務課長 長谷川委員のお話の中で、消し忘れるとずっと

ついたままということがありましたけれども、機能の中でそういった消

し忘れ防止をするために、スイッチを入れて３時間たつと自動的に切れ

るというような形にしております。 

 

河野朋子分科会長 分かりました。その他の提案についてはまた受け止めてい

ただくということで。 

 

笹木慶之委員 今日、財政サイドが出ておられませんから古川副市長に私のほ

うからお願いしておきたいと思いますが、新たな社会的環境を整えられ
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るために、教育委員会、今回新たなこういう予算が毎年増えるわけです

よね。２，２００万円、あるいはこれが最低でもっと増えるかもしれま

せんが、教育費の中で丸めてやらないように、新たな対応ということで。

というのは、学校現場にどうもしわ寄せが来ているという話をいろいろ

聞くんですが、それが本当かどうか分かりませんけれども、ですが、や

はり新たな社会環境を整えるという意味合いでの増額補正ですから、そ

のことはしっかり視野に入れた予算対応をしてほしいということを申し

上げておきますが、いかがでしょうか。 

 

古川副市長 この小・中学校のエアコンにつきましては、昨年の１０月に文科

省の補助金の制度というか文科省のほうが予算を繰り上げるという指導

が出ましたので、それを受けて速やかに対応いたしまして、補正予算、

また議会のほうにもいろいろ議決につきまして御尽力いただきました。

そういうことの中で、今回６月に完成という運びになりました。先ほど

笹木委員が言われましたように、やはり付けたからにはこのランニング

コストというのは当然掛かってきますが、それは先ほど教育委員会も申

しておりましたが、この空調設備の運用指針、これを忠実に学校当局で

よく守っていただく中で、必要なのは必要なものとして予算計上はされ

てくると思いますので、きちんと財政当局のほうも精査して予算の査定

をするというふうには考えておりますので、よろしくお願いします。 

 

髙松秀樹委員 使用時間で、教室を使用しない時間が３０分以上続くときはエ

アコンの電源を切ってくださいとありますが、よく最近テレビとかでエ

アコンをすぐつけるんなら切らないほうが電気代が安いんですよという

のがあるんですが、それを踏まえたこの３０分という設定になっている

んですか。 

 

尾山教育部長 これは私がサイトで、あるエアコンの製造メーカーのホームペ

ージを見ておりましたらこういうことが書いてありまして、これぐらい

だったら切ったほうがいいんだけれど、それ以上となると・・・要は、
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電気代の話になって申し訳ないんですけれど、そういったことで書いて

ありましたので、そのままここへ落とし込んだ次第です。 

 

髙松秀樹委員 扇風機の併用があるんですが、扇風機は市内各小・中学校の全

教室に既に設置されておるんですよね。今何台ずつあるんですか。トー

タルはいいです。教室に何台ありますか。 

 

吉岡教育次長兼教育総務課長 小学校の普通教室には、１教室当たり４台、中

学校について２台あります。 

 

河野朋子分科会長 よろしいですか。ほかに質疑は。(「なし」と呼ぶ者あり)

でしたら、１０款についての質疑は打ち切りまして、先ほど追加の資料

を持ってきていただきましたので。教育委員会の方は退室ください。 

 

（執行部退室及び資料配布） 

 

河野朋子分科会長 お昼を過ぎて申し訳ないですけれど、資料について何か説

明があれば、よろしくお願いします。 

 

和西企画政策課長 先ほど、奥委員からＹＭ－ＺＯＰの実績等をと言われまし

たので、資料を出させていただきました。右側の真ん中辺りにＰＰＰ及

びＰＦＩについての実績等があります。私がちょっと答弁の中で空調の

話をしたんですが、済みません、ちょっと頭を整理してみると、去年Ｙ

Ｍ－ＺＯＰがプラットフォームの関係で空調のセミナーをしていて、そ

れに参加したことで思い出しまして、ちょっとどこかの町の空調のＰＦ

Ｉをやっているみたいな話をしましたが、それはちょっと訂正させてい

ただきます。以上です。 

 

河野朋子分科会長 よろしいですかね、この資料を頂いたということで。それ

では、分科会をこれで閉会します。引き続き委員会を開会します。 
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午後０時８分 散会 

 

令和元年（２０１９年）６月１４日 

 

一般会計予算決算常任委員会総務文教分科会長 河 野 朋 子   


